
（ア） 事前に審査を受けた後、支援金額が差し引かれた金額で指定の購入サイトから購入する場合 

【必ず必要な書類】 

 〇 第 1 号様式：受給資格審査依頼書 

 

（１）生活保護の方 

 〇 生活保護受給証明書 

  ・必ず申請する直前に証明書を取得してください。 

 

（２）非課税の方又は準非課税の方    

 〇 保護者全員の直近の道府県民税及び市町村民税に係る以下（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）のいずれかの書類の写し 

  ・審査は直近の住民税の課税状況で判断します。 

  ・支援金額を差し引いて購入後は、扶養控除の算定し直しなどで修正申告をされても、審査判定のやり直し

には応じられないため、課税状況をよく確認してから申請してください。 

  ・令和 7 年度課税で補助対象外になった場合でも、新年度（令和 8 年度）課税で対象となる見込みの場合は、

再度申請を受け付けることも可能ですので、まずは管理課（027-226-4543）まで電話連絡をしてください。 

 

 （Ａ）所得・課税証明書又は非課税証明書の写し （発行は有料です） 

  （注 1）所得証明書は課税状況が証明されていないため、所得・課税証明書（自治体によっては課税証明書） 

     を再度取り直していただく場合がありますので、ご注意ください。 

（注 2）所得割が非課税でない場合、準非課税であるかの審査に必要となる項目があるため、扶養親族や所 

得控除等の内訳が省略されていないものを提出してください。コンビニエンスストア発行の証明書は

省略されている場合が多いため、取り直しにならないよう、市町村窓口で発行してもらってください。 

  （注 3）税務署発行ではなく市町村が発行する証明書ですので、ご注意下さい。 

 

 赤枠の部分を審査で確認します。 

誤りがないか、省略されていないか

よく確認してから提出してください。 



（Ｂ）特別徴収税額決定・変更通知書の写し（ただし、勤務先以外からの収入がある場合は不可） 

勤務先から 6 月頃に配布される横⾧の紙です。 

 

（Ｃ）納税通知書の写し 

・自営業で非課税の場合は、納税通知書は発行されないため、非課税証明書を取得してください。 

・ご自身で申告された申告書類等は不可です。 

   

 赤枠の部分を審査で確認しますので、

氏名が載っているところも 

  含めて必ずコピーしてください。 


